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平成２８年３月２９日（火）午後１時３５分～午後２時５０分 
琴浦町生涯学習センター 第１会議室 
石前富久美委員長、高塚良平委員、田中宣彦委員、山本浩子委員 
小林克美教育長 
なし 
岩船教育総務課長、戸田社会教育課長、 長尾人権・同和教育課長 
大谷学校給食センター所長、山本指導主事、井谷指導主事 
高力教育総務課課長補佐 
 
 
議事録署名委員の指名について 田中委員・高塚委員 
教育長報告 
報告事項 
（１）各課報告 
議案第 ９号 琴浦町生活相談員の設置及び服務に関する規則の一部改正 

について 
議案第１０号 琴浦町人権教育推進員の設置及び服務に関する規則の一部 

改正について 
議案第１１号 臨時的任用教職員の雇用について 
議案第１３号 各地区公民館長の任命について 
議案第１４号 各地区公民館主事の任命について 
議案第１５号 各地区公民館運営協議会委員の委嘱について 
議案第１７号 生活相談員の任命について 
議案第１８号 琴浦町職員の異動について 
議案第１９号 平成２８年度小学校・中学校の校医等の委嘱について 
議案第２０号 平成２８年度特別支援学級入級者について 
議案第２１号 琴浦町高校生バス通学補助事業補助金交付要綱の制定について 
議案第２２号 琴浦町遠距離通学生徒補助金交付要綱の一部改正について 
議案第２４号 琴浦町新規学卒者就職促進奨励金支給規則の一部改正について 
議案第２５号 琴浦町人権・同和教育推進研究事業委託要綱の制定について 
議案第２６号 区域外就学の承認について 
議案第２７号 平成２８年度要保護・準要保護児童生徒の認定について 
協議事項  
その他 
次回委員会議開催日時 
閉 会 



平成２８年 第４回教育委員会定例会の会議概要記録 
委員長 
 
 
委員長 
 
 
委員長 
教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員長 
 
 
委員長 
教育総務課長 
委員長 
社会教育課長 
 

第４回定例会を開会します。 
 
日程第１ 議事録署名委員氏名 
議事録署名委員を田中委員と高塚委員にお願いします。 
 
日程第２ 教育長報告 
日程第２、教育長報告をお願いします。 
【教育長報告】 
・教職員の人事について 
・３月定例議会について 
・教育委員会研究協議会について 
１ 行事報告等 

① ２月２９日（月） 校長会 

② ３月 ７日（月）～２２日（月） ３月定例議会 

③ ３月１０日（木） 琴の浦高等特別支援学校 第一回卒業式 

④ ３月１１日（金） 中学校 卒業式 

⑤ ３月１６日（水） 臨時教育委員会・校長内示 

⑥ ３月１８日（金） 小学校 卒業式 

⑦ ３月２４日（金） 小・中 修了式 / 寿大学閉講式 / バイパス開通式 

 

２ 今後の日程 

① ４月 １日（金） 辞令交付式  教育委員会事務局歓送迎会 

② ４月 ２日（土） スポーツ少年団 結団式 

③ ４月 ４日（月） 教職員宣誓式（１３時３０分） 

         教職員歓送迎会（１８時） 

④ ４月 ７日（木） 始業式 

⑤ ４月 ８日（金） 小学校入学式（１０時） 中学校入学式（１４時） 

⑥ ４月１９日（火） 全国学力学習状況調査 

⑦ ４月２４日（日） 船上山 さくら祭 

⑧ ４月２１日（木）～２２日（金） 小学校 修学旅行 

⑨ ４月２６日（火）～２８日（木） 中学校 修学旅行 

⑩ ４月２７日（水） 教育委員会（１３時３０分）/ 教育総合会議 

何かお聞きになりたいことはありますか。（質問なし） 
 
日程第３ 報告事項 
日程第３、各課からの報告を教育総務課から順にお願いします。 
 教育総務課からの報告は特にありません。 

それでは社会教育課の報告をお願いします。 
・平成２７年度琴浦町体育協会表彰式について（資料により報告） 
・川中選手の壮行会等の応援について報告 
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 ご質問はよろしいですか。（質問なし） 
次に人権・同和教育課の報告をお願いします。 

 人権・同和教育課からの報告は特にありません。 
給食センターからの報告はありますか。 

・４月からの給食業務開始スケジュール等について報告 
 それでは各課の報告は以上で終わります。 
 
日程第４ 議案第９号 

議案の審議に入ります。議案第９号の説明をお願いします。 
琴浦町生活相談員の設置及び服務に関する規則の一部を改正することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項の規定により、本

委員会の議決を求めるものです。今年度までは費用弁償を月額定額を支払って

いましたが、これを町の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例

にあわせ、その都度計算して支払う事とするものです。 
質問はありますか。議案第９号を議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第９号は議決しました。 
 

日程第５ 議案第１０号 
議案第１０号の説明をお願いします。 
琴浦町人権教育推進員の設置及び服務に関する規則の一部を改正することに

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項の規定によ

り、本委員会の議決を求めるものです。内容については前の議案第９号と同じも

のです。 
質問はありますか。議案第１０号を議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第１０号は議決しました。 
 

日程第６ 議案第１１号 
次に議案第１１号の説明をお願いします。 
議案第１１号、琴浦町臨時的任用教職員の雇用について、教育行政の組織及び

運営に関する法律第２３条第３号の規定により、本委員会の意見を求めます。説

明は指導主事が行います。 
（平成２８年度の町講師の配置について資料により説明） 
質問はありますか。承認してよろしいか。（全員賛意） 
議案第１１号は承認されました。 
 

日程第７ 議案第１３号 
次に議案第１３号の説明をお願いします。 
議案第１３号、琴浦町各地区公民館長を任命することについて、社会教育法第

２７条、第２８条及び琴浦町公民館条例第４条の規程により、本委員会の同意を

求めるものです。別紙に名簿を添付させていただいています。浦安地区公民館長

に吉岡正さん、上郷地区公民館長に岩本昭一さんをお願いすることになりまし
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た。それぞれの地区区長会でも承認していただいています。 
 質問はありますか。同意してよろしいか。（全員賛意） 
議案第１３号は同意されました。 

 
日程第８ 議案第１４号 

次に議案第１４号の説明をお願いします。 
議案第１３号、琴浦町各地区公民館主事を任命することについて、社会教育法

第２７条、第２８条及び琴浦町公民館条例第４条の規程により、本委員会の同意

を求めるものです。別紙に名簿を添付させていただいています。前年度から変更

はありません。すべて再任です。 
 質問はありますか。同意してよろしいか。（全員賛意） 
議案第１４号は同意されました。 

 
日程第９ 議案第１５号 

次に議案第１５号の説明をお願いします。 
議案第１５号、琴浦町各地区公民館運営協議会委員を委嘱することについて、

社会教育法第３０条第１項並びに琴浦町公民館条例第６号第２項の規程によ

り、本委員会の同意を求めます。別紙に各地区公民館の運営協議会委員の推薦名

簿を添付させていただいています。 
何か質問はありますか。議案第１５号を同意してよろしいか。（全員賛意） 

議案第１５号は同意されました。 
 

日程第１０ 議案第１７号 
次に議案第１７号の説明をお願いします。 
議案第１７号、平成２８年度琴浦町生活相談員を任命したいので、琴浦町生活

相談員の設置及び服務に関する規則第３条の規定により、本委員会の同意を求

めるものです。 
相談員は２名体制です。それぞれの地区に推薦をいただきましたので、資料に

ありますとおり、引き続き２名の方にお願いしたいと思います。 
質問はありますか。承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第１７号は承認されました。 
 

日程第１１ 議案第１８号 
 それでは次に日程第１１、議案第１８号の説明をお願いします。 
 琴浦町職員の人事異動について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２３条第１項第３号の規定により、本委員会の承認を求めるものです。（資料

により説明） 
質問はありますか。議案第１８号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第１８号は承認されました。 
 

日程第１２ 議案第１９号 
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 次に議案第１９号の説明をお願いします。 
 議案第１９号、平成２８年度小学校・中学校の校医の委嘱について、学校保健

安全法第１６条の規定に基づき、学校医等を委嘱することについて、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１４条第２項の規定により本委員会の議決を

求めるものです。これは医師会からの推薦によるものです。耳鼻科医が川本先生

から石津先生に変更になりましたが、そのほかは当該年度から変更はありませ

ん。 
議案第１９号について質問はありますか。議案第１９号を議決してよろしい

か。（全員賛意） 
議案第１９号は議決されました。 
 
日程第１３ 議案第２０号 

次に議案第２０号の説明をお願いします。 
議案第２０号、平成２８年度特別支援学級入級者について、琴浦町障害児就学

指導委員会運営規則第２条の規程により具申があったので、入級者について本

委員会の承認を求めます。詳細についての説明は担当の指導主事が行います。 
・対象児童生徒の増減、学級等について資料により説明 

質問はありますか。承認してよろしいか。（全員賛意） 
議案第２０号は承認されました。 

 
日程第１４ 議案第２１号 
 議案第２１号について説明をお願いします。 
 琴浦町高校生バス通学補助事業補助金交付要綱を制定することについて本委

員会の議決を求めるものであります。 
 詳細については、担当者が説明します。 
 遠距離通学対象地域から高校等に通学する生徒に対し、町営バス定期券の購

入費用の８割を補助するものです。（資料により概要を説明） 
 最初から補助金を差引いた額で購入できるように出来ないのですか。 
 地方創生事業の一環として取り組むものであり、補助金の流れがわかるよう

明確にしておく必要があります。ご指摘の件につきましては今後の検討課題と

させていただきます。 
ほかに質問はありますか。議案第２１号について議決してよろしいか。（全員

賛意） 
議案第２１号は議決されました。 
 
日程第１５ 議案第２２号 
 議案第２２号について説明をお願いします。 

琴浦町遠距離通学生徒補助金交付要綱の一部を改正することについて本委員

会の議決を求めるものであります。詳細については、担当者が説明します。 
 これまで遠距離通学でバスを利用する生徒に対して定期券購入費の８割を補

助していましたが、これを全額補助とするものです。（資料により概要を説明） 
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質問はありますか。議案第２２号について議決してよろしいか。（全員賛意） 
議案第２２号は議決されました。 
 
日程第１６ 議案第２４号 
 議案第２４号について説明をお願いします。 

琴浦町新規学卒者就職促進奨励金支給規則の一部を改正することについて本

委員会の議決を求めるものであります。 
質問はありますか。議案第２３号について議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２３号は議決されました。 
 

日程第１７ 議案第２５号 
 議案第２５号の説明をお願いします 
 琴浦町人権・同和教育推進研究事業委託要綱を制定することについて本委員

会の議決を求めるものであります。（資料により内容を説明） 
質問はありますか。議案第２５号について議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２５号は議決されました。 
 

日程第１８ 議案第２６号 
 議案第２６号の説明をお願いします 

議案第２６号、区域外就学の承認について学校教育法施行令第９条第２項の

規程により、協議がありましたので本委員会の承認を求めます。個々の説明は担

当者が行います。 
 ・資料により、前年度から継続しての区域外就学協議案件２件を説明 

質問はありますか。議案第２６号について承認してよろしいか。（全員賛意） 
議案第２６号は承認されました。 

 
日程第１９ 議案第２７号 
 それでは次に日程第１９、議案第２７号の説明をお願いします。 

平成２８年度要保護・準要保護児童生徒の認定について担当者から説明させ

ます。 
・資料により全体としての申請の概要を説明後、学校ごとに説明。全て認定基準

は満たしています。 
認定してよろしいか。（全員賛意） 

議案第２７号はすべて認定されました。 
以上で議案はすべて終了しました。 

 
日程第２０ 協議事項 

それでは協議事項に移ります。協議事項は有りますか。 
 本日は特に協議いただく案件はございません。 
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日程第２１ その他 
それではその他についてお願いします。 

 無ければ以上で本日の議事は終わります。 
 
日程第２２ 

次回委員会の開催日時について４月２７日（月）午後１時３０分から開催しま

す。午後３時３０分からは総合教育会議が開催されます。 
 
日程第２３ 

本日の委員会は以上で閉会とします。 
 

午後２時５０分 閉会 

  
 平成２８年第４回琴浦町教育委員会の内容を記録し、相違ないことを証する

ため、ここに署名する。 
 

平成２８年３月２９日 
 

署 名 
 

署 名 
 


